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１．共通⼊札公告の制定・導⼊

２．拡⼤型指名競争⼊札の名称変更



１．共通入札公告の制定・導入

① 共通⼊札公告の概要及び制定の背景
競争に参加される⽅（⼊札者）が⼊札公告を確認する際の可読性の向上を⽬的として、調達案件ごとの共通的な事項を
抜き出しまとめたもの（共通⼊札公告）を制定し、 調達案件ごとに変動要素のある事項のみを個別にまとめた「⼊札公告
（説明書）」と⼀体的な⼊札公告を構成する形式にすることとし、令和４年１０⽉１⽇以降における東北⽀社の⼊札公告
案件から試⾏的に導⼊してまいりました。
本取組みについて、東北⽀社での試⾏導⼊により定着化が図られたことから、令和５年５⽉１⽇以降におけるＮＥＸＣＯ
東⽇本の⼊札公告案件から、全社的に順次導⼊してまいります。

② 共通⼊札公告と⼊札公告（説明書）の違い
共通⼊札公告は、⼊札公告における共通する内容や⽤語の定義等を定めたものであるのに対し、「⼊札公告（説明書）」
は、⼊札⽅法や⼊札⼿続き⽇程等、公告案件ごとに個別に設定する事項を記載したものです。

③ 共通⼊札公告と⼊札公告（説明書）の優先順位
「共通⼊札公告」に定める事項と「⼊札公告（説明書）」に定める事項との間に相違がある場合、「⼊札公告（説明書）」
に定める事項が「共通⼊札公告」に定める事項に優先して適⽤されます。

④ 共通⼊札公告の掲載箇所
共通⼊札公告は、ＮＥＸＣＯ東⽇本コーポレートサイトの「契約関係図書のダウンロード」に掲載しておりますので、
ご確認をお願いいたします。
（https://www.e-nexco.co.jp/bids/doc_download/）
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１－１．共通入札公告と入札公告（説明書） ※イメージ
● ⼯事等の契約⼿続きの際に案件ごとに公⽰している⼊札公告（説明書）は、多くの共通部分があるため、各発注案件の
共通部分を抜き出しまとめた「共通⼊札公告」を制定し、調達案件ごとに公告する「⼊札公告（説明書）」には、
調達概要・スケジュール・競争参加要件などの情報を中⼼に記載し、公告資料の可読性を⾼めます。

現 在 共通⼊札公告制定後

＋
【記載事項】
• 競争参加資格要件
• ⼊札⽅式
• 落札者決定⽅式
• スケジュール（提出期限等）
• ⼿続き⽅法・留意事項
• 提出書類（様式） 等

【記載事項】
• 競争参加資格（個別）
• ⼊札⽅式（説明は『共通⼊札公告書』に記載）
• 落札者決定⽅式

（説明は『共通⼊札公告書』に記載）
• ⼊札オプションの有無（⾒積活⽤⽅式等）
• スケジュール（提出期限等）

【記載事項】
• 競争参加資格（共通部分）
• ⼿続き⽅法の説明
• 留意事項等
• 提出書類（様式） 等
※ HPに予め公表（共通仕様書や契約
書と同等の扱い）



１－２．共通入札公告の記載事項
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●共通⼊札公告には、調達案件ごとに変更が⽣じない共通的な事項(⽤語の定義や各種制度の説明等)が記載されています。



１－３．入札公告（説明書）の記載事項
●⼊札公告（説明書）には、調達案件ごとに個別に設定する事項（⼊札⽅法や⼊札⼿続き⽇程等）が記載されています。
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２．拡大型指名競争入札の名称変更

① 拡⼤型指名競争⼊札における⼊札公告の現状及び改善
拡⼤型指名競争⼊札の⼊札公告は、条件付⼀般競争⼊札の⼊札公告と体裁が⼤きく異なっており、可読
性に優れないという課題があったことから、共通⼊札公告の制定に合わせ、条件付⼀般競争⼊札の⼊札公告と
体裁を統⼀しました。

② 拡⼤型指名競争⼊札の名称変更
上記に伴い、条件付⼀般競争⼊札の枠組みの中で運⽤を⾏うことから、名称を「条件付⼀般競争⼊札（指
名併⽤型）」に変更しました。

（※名称変更に伴い、⼊札参加に係る⼿続きに変更が⽣じるものではございません。）

※「条件付⼀般競争⼊札（指名併⽤型）」は、令和５年５⽉１⽇以降におけるＮＥＸＣＯ東⽇本の⼊札
公告案件から、全社的に名称変更してまいります。


